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9 5 . 4

9 3 . 3

9 2 . 1

9 1 . 4

9 1 . 5

9 1 . 3

9 1 . 6

9 2 . 5

9 2 . 1

9 0 . 9

9 5 . 4

9 3 . 1

9 3 . 9

9 3 . 6

9 5 . 3

9 6 . 1

9 4 . 6
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9 5 . 5 9 4 . 7

9 3 . 9

9 3 . 3

9 3 . 9

9 2 . 8

9 1 . 9

9 2 . 9

9 1 . 2

9 0 . 5

9
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約6．0ha 約3．2ha 約1．7ha 約1．5ha 約9．1ha 約3．8ha 約2．9ha 約10.3ha

次に掲げる建築物は建築してはならない。

区分の面積 約10.4ha 約22.5ha

７／１０

３００㎡ １５０㎡ ２００㎡ １００㎡ １３０㎡ １１０㎡

備　　　　　考

１． 倉庫業を営む倉庫。

２． 一階部分が住宅、共同住宅又は寄宿舎の用途に

４．カラオケボックス、麻雀

屋、パチンコ屋、射的場、勝

馬投票発売所その他これ

らに類するもの。

　　供するもの。ただし、玄関ホール、階段その他これ

　　らに類するものを除く。

３． 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

　　法律第２条第６項第１号から第６号までに規定す

　　る営業に供するもの。

６.工場。ただ ９．大学、高等専門学校、専修学校、各

　　種学校、病院。し、作業

場の床面積

の合計が

５０㎡以内

であり、

かつ、出力

の合計が

０．７５kw以

下の原動機

を使用する

パン屋、

米屋、豆腐

屋、菓子屋

等の食品

製造業を営

むものを除

く。

７．ガソリン

スタンド。

８．倉庫。ただし、主たる建

築物に附属する倉庫を除く。

　建築物の外壁又はこれに代わる柱並びに門、塀その

他これらに類するものについては、計画図に表示する

壁面の位置の制限線を越えてはならない。

（１）生垣、竹垣、高さ０．６ｍ以下の構造物で、植栽を目的とした花壇等。

（２）前面道路地盤面から高さが１．２ｍ以下の透視可能なさく等で、宅地側に植栽をしたもの。

２． 壁面の位置の制限を受けた範囲については、その制限線を越えてかき又はさくを設置してはならない。

３． 第１項以外のかき又はさくを設置しようとする場合は、前面道路地盤面からの高さを１．５ｍ以下とするとともに、道路境界線又は壁面の位置の制限

　　線より０．６ｍ以上後退し、その後退した部分には植栽をする。

かき又はさくの構造

の制限

建築物等の形態又は

意匠の制限

壁面の位置の制限

建築物の敷地面積の

建築物の建築面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度

建築物等の用途の制

限

５．次の用途

に供する部

分が3000㎡

を超える

もの。

(1)店舗又は

事務所。

(2)ボーリン

グ場又は

水泳場。

(3)ホテル又

は旅館。

最低限度（※）

　建築物の外壁については、地区の環境及び景観構成計画への適合を図り、特に道路等公共空間における緑との景観上の調和に配慮した色彩とする。

１． 道路境界線及び壁面の位置の制限線に接して設置することができるかき又はさくの構造は、次に掲げるものとする。

※以下の場合にはこの限りではない。

　・この基準の適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地でこの基準に適合しないものであり、その全部を一の敷地として使用する場合。

　・この基準の適用の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこの基準に適合しないこととなる土地について、そ

　　の全部を一の敷地として使用する場合。

(商業地域) (商業地域) (近隣商業

地域)

(近隣商業

地域)

(第一種(第二種

住居地域)

(第二種

住居地域) 住居地域)

(第一種

住居地域)

(第一種中高層

住居専用地域)

A B C
区分

地区の 区分の名称 D

１ 地 区 ２ 地 区 １ 地 区 ２ 地 区 １ 地 区 ２ 地 区 ３ 地 区 ４ 地 区 １ 地 区 ２ 地 区

専用地域)

中高層住居

(第二種
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